
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成３０年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成３０年８月９日(木)
午後２時００分から午後４時００分
	場所
	木津川市役所　
５階　全員協議会室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	■大西寛美 委員、■桝井惠子 委員、■尾﨑田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、■村上惠子 委員、■大村元昭 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■池田滋治 委員、■若菜和雄 委員

■木村英城 委員、□内藤邦夫 委員、■川田雅彦 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■福井博敏 委員、■佐々木慧 委員、■堀　英延 委員

■福井康裕 委員、■武田博利 委員、■三浦孝啓 委員

	
	市理事者
	河井市長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	市民部　金森部長
国保年金課　前川課長、清水主幹　松下係長　津田主任

	傍聴者
	無

	議題


	１．開会
２．資格審査
３．役員の選出

４．会長あいさつ
５．市長あいさつ

６．会議録署名委員の指名

７．議事

　（１）平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

　（２）その他
８．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言
　　　・　委員の紹介

２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．役員の選出
　　　・会長、副会長の任期満了に伴う選出
４．会長あいさつ
　　　・　福井会長あいさつ
５．市長あいさつ

　　　・　河井市長あいさつ

６．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
７．議事
（１）審議　平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について
・　質疑・応答

（２）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

８. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
２．資格審査

委員１８名中 １７名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．役員の選出
　　　　平成３０年３月３１日をもって全委員の任期が満了し、平成３０年４月１日か
　　　ら新任期が始まっているため、会長・副会長の選出を行った。
　　　　出席委員より、福井前会長・三浦前副会長に引き続き会長・副会長を務めていただきたいとの提案があり、拍手による選挙の結果、提案のとおりとなった。
４．会長あいさつ
　　　　福井会長が開会に際してのあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。

・　桝井委員、村上委員、山口元委員が京都府国民健康保険団体連合会理事長表彰を受けられた。
・　新たに２名の委員が就任された。

　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
５．市長あいさつ

　　　河井市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
・　６月の大阪北部地震、７月の西日本豪雨の被災者へのお見舞い。
・　平成３０年度からは、国保財政基盤強化を目的に都道府県が国保財政の運営主体となり、市町村と協力して国保を運営していくよう改められた。
・　平成３０年度からスタートした第２期データヘルス計画、第３期特定健康診査実施計画に基づき保健事業を中心に被保険者の健康維持・増進につとめ、医療費適正化を図っていきたい。
６．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として飯田委員と桝井委員を指名した。
７．議事
　　　　福井会長が議長となり議事を行った。

　（１）　平成２９年度木津川市国民健康保険特別会計歳入歳出決算について

【配布資料】

　　・　平成２９年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算書
　　・　平成２９年度国民健康保険特別会計主要施策成果の報告書

　　・　平成２９年度国保会計の決算分析

【事務局説明の概要】
　 ・　決算では歳入82億2,882万6千円、歳出78億9,683万9千円となり、歳入歳出差引3億3,138万7千円の黒字となった。
・　黒字となっているが、療養給付費交付金、前期高齢者交付金については概算で交付され、翌年度以降に清算されることとなっており、返還が生じることが考えられることから、安心できる状態とは言えない。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　保険者努力支援制度による補助金は歳入のどの科目に入るのか。
➤　財政調整交付金、特別調整交付金に入っている。
○　第三者行為に係る医療費給付の仕組みはどのようになっているのか。
➤　交通事故等の怪我により医療機関にかかった場合は本来保険適用させず、事故等の過失割合に応じて当事者間で医療費を負担するべきであるが、保険者に届け出ることにより保険診療と同様の扱いを受けることができる。過失割合に応じた支払については、被保険者の委任を受けた保険者が相手方に請求することとなっている。しかし、第三者行為による診療であるかどうかは本人からの申し出がないとわかりにくく、適正に制度が適用できるよう、本市では関係機関と協議を行っている。
○　保険給付費のうち柔道整復に係る給付はどのくらいあるのか。
➤　鍼灸・あんま・柔道整復合わせて8,579件6,170万9,335円となっており、保険給付費全体の約１％にあたる。
　　　　【審議結果】
　　　　　　承認
　（２）　その他
【事務局からの報告】

・　平成30年度からの新たな取り組みとして「服薬情報通知事業」を実施
したい。
　事業の概要は次の通り
　◆対象者は次の全ての要件を満たす者
　　・65歳以上の国保被保険者
　　・同月に複数の医療機関を受診している
　　・7種類以上の薬剤を14日以上服用している
　◆実施時期
　　・平成30年度中
　◆事業の効果
　・多剤服薬者が自身の服薬内容を把握することにより、適正服薬が行える
◆事業実施に向けた整理事項
　・通知を受け取った被保険者が、多剤服薬そのものが悪いことだと誤解しないような文面を工夫する。
【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　「多剤」であることを通知した場合、患者が自己判断で服薬をやめてしまう可能性がある。
➤　通知文面を十分精査したい。医師会や薬剤師会にも文面作りにはご協力頂きたい。
○　費用対効果はどうなっているのか。
➤　現時点で詳細には出せていない。
○　医療機関は処方する時に患者さんに文書でその内容を渡しており、あえて「服薬情報通知」をするのは無意味ではないか。

➤　個々の医療機関では多剤や重複といったことは起こらないのは承知している。しかし複数の医療機関を受診されている方の中には、服薬状況の管理ができてない被保険者もいることから、本事業については実施していきたいと思っている。
８．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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